
農地法第３・４・５条許可申請などの申請から許可までの流れ 
                         

 ※ 大田市行政手続条例第６条（標準処理期間）、第７条（申請に対する審査及び応答）に 

  よります 

 

                                           【問い合わせ先】 

      大田市農業委員会事務局 

（１） 申請をすることができる期間内に               ℡０８５４－８３－８１３５ 

     申請書が事務所に到達したとき                  

    【４・５条申請】           【３条・その他申請】       

 

 ５日（申請〆切日）      １０日（申請〆切日）    （注）毎月５日、１０日は原則 

 

 

Ｙ Ｅ Ｓ                Ｎ Ｏ    

                                      〆切日後到達は翌月回し 

 

（２） 遅滞なく審査の開始  【農地法３条・４条・５条の関係規程などによる】 

                                              

        ○ 申請書の記載事項に不備がないこと           

        ○ 申請書に必要な書類が添付されていること   

     ○ 申請の形式上の要件に適合していること 

     Ｙ Ｅ Ｓ                  Ｎ Ｏ    【適合していないとき】 

                       

 

                       現地確認日までに補正を求める 

                                                              

 （３） 審査終了（現地確認日 

 〔議案発送の２日前〕 まで）           補正完了     

 

 ＊議案発送日 は総会の１週間前 

 補正期間に間に合わないとき 

      （４） 現地確認 

                                        ○ 取り下げてもらう 

                                        ○ 不受理通知を出す 

 （５） 受理・受付簿に登載                       ○ 翌月再度申請 

 

 

 （６） 農業委員会総会〔原則・毎月２３日〕        不承認       不許可通知  

 

 

     承 認        許可書交付  

                 ・３条申請…申請書受理から２８日以内 

 

                 ・４条・５条申請               

                  （30ａ、第１種農地は県農業会議の意見聴取）    申請書受理から３５日以内 
                                          ただし、意見聴取分は 

                 ・転用事業計画変更            ４２日以内 

                                                                                                                             


